
国
府
の

一
、
は
じ
め
に

『
出
雲
国
風
土
記
(
1〉
』

「
十
字
街
」

に
つ
い
て

木

下

良

「
巻
末
記
」
に
、
「
国
の
東
の
堺
よ
り
西
の
か
た
に
去
る
こ
と
廿
里
一
百
八
十
歩
に
し
て
、
野
城
の
橋
に
至

お

う

じ

ふ

じ

ち

ま

た

飯
梨
川
な
り
。
又
、
西
の
か
た
廿
一
旦
に
し
て
国
の
庁
、
意
字
の
郡
家
の
北
の
十
字
の
街

一
つ
は
正
西
の
道
、
一
つ
は
北
に
狂
れ
る
道
な
り
。
」
と
あ
り
、
ま
た

る
。
長
さ
知
丈
七
尺
、
広
さ
二
丈
六
尺
な
り
。

「
東
の
堺
よ
り
西
の
か
た

に
至
り
、
即
ち
、
分
れ
て
二
つ
の
道
と
為
る
。

国府の「十字街」について

つ
の
道
と
為
る
。

に
去
る
こ
と
廿
旦
一
百
八
十
歩
に
し
て
、
野
城
の
駅
に
至
る
。
又
、
西
の
か
た
廿
一
旦
に
し
て
、
黒
田
の
駅
に
至
り
、
即
ち
、
分
れ
て
二

一
つ
は
隠
岐
の
国
に
渡
る
道
な
り
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
正
西
の
道
、

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
前
者
に
お
い
て
「
国
の
束
の
堺
」
か
ら
「
十
字
の
街
」
ま
で
の
距
離
は
、
後
者
の
「
東
の
堺
」
か
ら
「
黒
田
の

駅
」
ま
で
の
路
程
に
ま
っ
た
く
合
致
し
、
黒
田
駅
、
が
十
字
街
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

九
品
少
な
り
」
と
す
る
が
、

ま
た
、
前
者
の
「
正
酉
の
道
」
は
以
下
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
、
石
見
国
堺
ま
で
を
「
総
べ
て
、
国
を
去
る
程
は
、
九
十
七
里
二
百
二
十

一
方
、
後
者
で
は
「
正
西
の
道
は
、
品
川
八
里
に
し
て
、
宍
道
の
駅
に
至
る
。
又
、
西
の
か
た
廿
六
旦
二
百
廿
九

5 
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さ

ゆ

ふ

た

き

歩
に
し
て
、
狭
結
の
駅
に
至
る
。
又
、
西
の
か
た
一
十
九
里
に
し
て
、
多
伎
の
駅
に
至
る
。
又
、
西
の
か
た
一
十
四
里
に
し
て
、
国
の
西

の
堺
に
至
る
。
」
と
あ
っ
て
、
路
程
の
合
計
は
前
者
に
合
致
す
る
。
こ
の
場
合
、
前
者
に
「
国
を
去
る
程
」
と
あ
る
の
は
国
府
か
ら
の
距
離

を
意
味
す
る
も
の
で
、
以
上
に
よ
っ
て
「
国
の
庁
、
意
字
の
郡
家
」
の
北
に
あ
っ
た
「
十
字
の
街
」
が
、
国
府
に
属
し
て
出
雲
国
の
道
路

原
標
的
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

「
黒
田
の
駅
」
に
つ
い
て
は
、
ま
た
「
意
宇
都
」
条
に
「
郡
家
と
同
じ
き
処
な
り
。
郡
家
の
西
北
の
か
た
二
里
に
黒
田
の
村
あ
り
。
土

さ

ま

か

れ

も

と

な

ず

の
体
、
色
黒
し
、
故
、
黒
田
と
い
ふ
。
旧
、
此
処
に
是
の
駅
あ
り
。
即
ち
号
け
て
黒
田
の
駅
と
い
ひ
き
。
今
は
郡
家
の
東
に
属
け
り
、
今

も
猶
、
旧
の
黒
田
の
号
を
追
へ
る
の
み
o
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
意
字
の
軍
団

即
ち
郡
家
に
属
け
り
。
」
と
あ
る
の
で
、
意
字
郡
家
は
黒
田
駅
と
意
字
軍
団
と
を
付
属
さ
せ

て
、
国
府
と
同
所
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
出
雲
国
府
は
意
字
郡
家
・
意
字
軍
団
・
黒
田
駅
と
の
合
同
庁
舎
で
あ
っ
た
と
す
る
説

他
に
「
巻
末
記
」
に
、

が
行
な
わ
れ
て
い
た
す

U
O

昭
和
四
三
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
出
雲
国
庁
跡
発
掘
調
査
の
結
果
、
松
江
市
大
草
町
の
六
所
神
社
東
側
の
地
に
検
出
さ

れ
た
四
面
閥
の
建
物
を
国
府
政
庁
の
後
殿
に
比
定
し
、
こ
れ
を
含
む
方
五
六

O
尺
の
国
庁
域
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
北
側
に
想
定
で
き
る
一

区
画
が
郡
家
・
軍
団
・
駅
家
な
ど
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
れ
て
い
る
す
な

(
以
下
、
第
1
図
参
照
)

こ
れ
ら
を
基
準
に
し
て
、

「
十
字
街
」

の
位
置
は
国
府
政
庁
の
北
方
約
三
町
(
A
)
に
想
定
さ
れ
て
い
る

τ〉が、
こ
れ
は
既
に
戸
祭
由

美
夫

(

5

)

が
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
記
事
に
従
が
い
、

条
里
界
線
・
大
字
界
・
小
字
地
名
と
発
掘
掘
査
の
一
部
を
参
考
に
し
て
考
定
し
た

ち
〈
や

と
こ
ろ
で
、
旧
郷
名
を
踏
襲
す
る
松
江
市
大
草
・
山
代
・
竹
矢
の
各
町
界
線
が
つ
く
る
逆

T
字
形
の
交
点
に
あ
た
る
。

こ
れ
ら
の
町
界
糠
と
こ
れ
を
南
に
伸
ば
し
て
六
所
神
社
東
脇
に
至
る
道
路
と
は
か
な
り
明
瞭
な
地
割
線
を
示
し
、
そ
の
交
点
は
「
十
字



国府の「十字街」について
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街
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
交
点
の
東
南
側
に
接
し
て
「
縄
手

添」

(
B
)
、
東
西
線
に
沿
っ
て
は
「
唐
路
」

(
C
)
の
字
名

出雲国府とその周辺

が
あ
り
、
条
里
基
準
線
・
駅
路
に
因
む
も
の
と
考
え
ら
れ

る
筆
者
は
「
十
字
街
」
か
ら
北
に
隠
岐
に
向
う
「
在
北
道
」

(
A
I
D
-
E
)
の
竹
矢
丘
陵
を
通
過
す
る
部
分
が
、
空

中
写
真
に
直
線
の
道
路
痕
跡
を
示
す
こ
と
を
認
め
た
す
〉

第 1図

が
、
山
陰
道
本
路
に
あ
た
る
東
西
道

(
F
i
A
l
G
)

も
、
部
分
的
に
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。

さ
て
、

「
黒
田
駅
」
の
記
事
に
よ
れ
ば
郡
家
の
東
と
あ

ら
れ
よ
う
。

を
考
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

「
縄
手
添
」
の
東
側
の
字
「
松
木
・
松
ノ
木
」

(
H
)
は
、
あ
る
い
は
「
馬
継
ぎ
」
の
転
批
と
も
考
え

っ
て
、

「
十
字
街
」
の
西
南
に
郡
家
、
東
南
に
駅
の
所
在

出
雲
国
府
の
府
域
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
こ
で
は
、
国
庁
の
北
の
国
府
域
内
と
認
め
ら
れ
る
地
に
「
十
字
街
」
が
存

在
し
、
駅
家
も
そ
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
に
詮
目
し
て
お
き
た
い
。

7 
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二
、
国
府
域
内
に
見
ら
れ
る
「
十
字
街
」
の
諸
例

川
近
江
国
府
の
場
合
(
第
2
図
)

近
江
国
府
は
大
津
市
瀬
田
町
神
領
に
あ
っ
て
、

米
倉
二
郎
〈
7
U
や
藤
岡
謙
二
郎
官
〉
に
よ
っ
て
方
八
町
'
-
す
る
そ
の
府
域
が
想
定
さ
れ
て

い
た
が
、
昭
和
三
人

G 

-
三
九
年
に
想
定
府

域
の
南
寄
り
中
央
の

近江国府とその周辺

丘
陵
部
に
あ
る
古
瓦

出
土
地
が
発
掘
調

査
官
)
さ
れ
、

瓦
積

み
基
壇
の
前
・
後
殿

と
東
・
西
両
脇
殿
と

第 2図

が
そ
れ
ぞ
れ
廊
で
結

ば
れ
る
、
都
城
の
朝

堂
院
や
大
宰
府
庁
な

ど
を
小
規
模
・
簡
単

に
し
た
よ
う
な
国
府



政
庁
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
国
庁
跡
の
典
型
を
示
す
も
の
と
し
て
国
指
定
の
史
跡
と
な
っ
た
。

米
倉
が
そ
の
府
域
想
定
に
あ
た
っ
て
ま
ず
注
目
し
た
の
は
、
四
町
毎
の
電
光
形
に
直
角
に
屈
折
す
る
東
海
道
の
道
筋

(
A
B
l
cー

ま
ご
め

D
l
E
)
で
、
中
央
の
曲
り
角
(
C
)
を
府
域
中
心
と
し
て
、
そ
の
地
の
字
名
「
真
米
」
を
馬
寵
と
解
し
て
、
瀬
田
(
勢
多
)
駅
の
所
在
も

「
堂
の
上
自
己

(
D
)
を
初
期
駅
家
跡
に
想
定
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
最
近

想
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
筆
者
白
)
は
府
域
北
辺
外
側
の
字

で
は
馬
甑
を
駅
家
関
係
地
名
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
亨
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
米
倉
説
を
再
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
戸
祭
由
美
夫
が
出
雲
国
府
の
想
定
に
際
し
て
、
国
庁
と
駅
路
の
走
向
と
の
関
係
が
近
江
国
府
に
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
真
米
は
ま
さ
に
「
国
庁
の
北
の
十
字
街
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
駅
の
所
在
地
と
し
て
は
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

さ
て
、
近
江
湖
東
で
は
東
海
・
東
山
両
道
が
分
岐
す
る
が
、
そ
の
分
岐
点
と
し
て
は
草
津
市
追
分
の
地
と
さ
れ
、
こ
こ
に
岡
田
駅
を
比

定
ず
る
説
が
一
般
で
あ
っ
た
ハ
担
。

国府の「十字街」について

湖
東
平
野
の
東
山
道
路
線
を
検
討
し
た
足
利
健
亮
白
〉
は
、
古
代
官
道
が
条
里
地
割
方
向
に
沿
っ
た
直
線
部
分
を
多
く
示
す

こ
と
を
指
摘
し
、
草
津
市
街
と
そ
れ
以
北
を
条
里
地
割
に
沿
っ
て
、
南
西
|
北
東
方
向
に
通
じ
る
近
世
中
山
道
は
ほ
ぼ
古
代
東
山
道
路
線

し
か
し
、

を
踏
襲
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
古
代
東
海
道
路
線
の
想
定
が
、
草
津
市
野
路
以
南
の
近
江
国
府
跡
に
至

る
曲
折
し
た
近
世
の
東
海
道
を
基
準
と
し
、
あ
る
い
は
よ
り
山
麓
を
通
っ
て
い
た
と
慢
然
と
推
測
し
て
い
た
こ
と
に
疑
問
を
な
げ
か
け

た。
ま
た
、
諸
駅
駅
馬
数
を
検
討
す
れ
ば
、
駅
馬
一
ニ

O
疋
を
置
く
勢
多
駅
は
、
鈴
鹿
以
西
各
駅
馬
二

O
疋
を
有
す
る
東
海
道
と
、
横
川
以
西

9 

各
駅
馬
一
五
疋
を
備
え
る
東
山
道
と
の
両
道
を
受
け
る
駅
で
あ
る
こ
と
示
す
こ
と
が
明
ら
か
で
、
駅
馬
二

O
疋
を
置
く
だ
け
の
岡
田
駅
を
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両
道
の
分
岐
駅
と
す
る
旧
説
は
こ
の
点
で
も
疑
問
が
大
き
い
と
し
た
。

そ
こ
で
、
足
利
は
近
江
国
府
北
辺
か
ら
、
前
述
の
草
津
市
街
を
通
る
近
世
中
山
道
に
踏
襲
さ
れ
る
古
道
路
線
に
連
な
る
、
想
定
可
能
の

直
線
的
ル
l
ト
を
二
種
提
示
し
、
こ
れ
を
東
海
・
東
山
両
道
の
共
通
路
線
と
し
、
そ
の
分
岐
点
は
守
山
市
街
南
方
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
東

北
走
す
る
東
山
道
に
対
し
て
直
角
に
東
南
方
向
に
向
う
東
海
道
路
線
を
想
定
し
て
い
る
。

そ
の
後
、

栗
太
郡
条
里
を
検
討
し
た
服
部
昌
之

auは、
近
江
国
府
南
北
中
軸
道
を
北
に
延
長
し
た
道
路
が
、
筆
者
が
栗
太
郡
家
に
想

定
し
た
南
大
萱
の
北
辺

(
F
)
か
ら
、
条
里
地
域
の
縁
辺
を
条
里
地
割
に
斜
行
す
る
直
線
道

(
F
i
G
)
が
東
北
方
に
通
じ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
て
い
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
東
海
・
東
山
両
道
の
駅
路
は
近
江
国
府
域
内
に
あ
る
勢
多
駅
に
お
い
て
分
岐
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
府
域
西
辺
中
央
か
ら
入
っ
た
駅
路
は
真
米
の
十
字
街
に
お
い
て
、
東
方
へ
の
東
海
道
と
北
方
へ
の
東
山
道
と
に
分

岐
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
近
江
国
府
に
限
ら
な
い
が
、
国
庁
の
北
の
十
字
街
か
ら
南
に
あ
っ
て
南
面
す
る
国
庁
へ
の
通
路
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
は
不
詳
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
国
庁
に
設
け
ら
れ
た
北
円
に
通
じ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
江
国
府
の
場
合
、
瀬
田
唐
橋
か
ら
正
東

に
府
域
南
辺
を
通
る
道
路

(
A
1
H
)
の
存
在
も
考
え
ら
れ
、
源
内
峠
を
こ
え
て
大
戸
川
流
域
の
盆
地
に
入
る
小
径
に
そ
の
面
影
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
の
延
長
は
大
戸
川
沿
い
に
信
楽
に
至
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
発
掘
さ
れ
た
政
庁
の
南
面
に
は
南
門
の
存
在
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
道
路
に
面
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

平
安
末
期
の
諸
文
献
昆
〉
に
見
ら
れ
る
瀬
田
駅
は
国
司
館
と
同
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
律
令
制
の
衰
退
期

に
あ
た
っ
て
、
天
延
四
年
(
九
七
六
)

の
地
震
に
崩
壊
し
た
国
庁
は
再
建
さ
れ
や
す
、
駅
も
旧
地
に
は
存
続
で
き
ず
、
国
司
館
に
併
置
さ
れ



に
あ
る
古
瓦
出
土
地
に
比
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
古
瓦
出
土
地
は
、

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
筆
者
白
)
は
解
し
て
、
そ
の
所
在
を
府
域
西
南
外
方
の
孤
立
丘
陵
上
の
大
字
瀬
田
字
上
ノ
畑

(
I
)

堂
の
上
遺
跡
立
〉
と
呼
ば
れ
て
、

昭
和
四
八
年
以
来
発
掘
調

る。

国
庁
と
全
く
同
様
の
瓦
を
出
土
し
て
い
る
の
で
、

国
府
関
連
の
施
設
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い

査ハ
η)
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、

国府の「十字街」について

イ普寺

11 

凶
周
防
国
府
の
場
合
(
第
3
図
)

周
防
国
府
は
防
府
市
東
佐
波
令
に
あ
っ
て
、

「
土
居
八

町
」
と
呼
ば
れ
る
方
入
町

(
A
B
C
-
D
)
の
府
域

周防国府とその周辺

3う1

早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
品
〉
が
、

昭
和
三
六
年
度
以

降
、
三
九
年
度
末
に
い
た
る
四
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ

た
、
周
防
国
街
遺
跡
緊
急
学
術
調
査
に
よ
っ
て
多
く
の
事
実

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
白
)
O

す
な
わ
ち
、
府
域
西
辺
を
限
る
土
塁
と
見
な
さ
れ
て
い
た

第 3図

大
樋
土
手
(
A
1
B
)
は
、
府
域
西
辺
を
流
れ
て
い
た
人
工
的

水
路
に
中
世
末
か
ら
近
世
初
め
に
か
け
て
発
達
し
た
天
井
川

で
あ
っ
た
こ
と
、
方
二
町
の
築
地
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
国
庁

域
は
、
府
域
中
央
北
側
に
位
置
し
て
、
府
域
北
辺
と
の
聞
に

は
二
町
の
余
地
が
あ
る
こ
と
、
南
北
中
軸
線
の
朱
雀
路

(
E
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ー

F
)
は
府
域
内
の
条
坊
的
方
格
地
割
に
対
し
て
約
四
二
尺
の
余
剰
を
示
し
て
、
こ
れ
が
そ
の
路
幅
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が

特
筆
さ
れ
る
。

国
府
域
を
通
過
す
る
近
世
の
山
陽
道
は
、
府
域
東
辺
中
央
の
一
町
南
(
G
)
を
、
現
在
の
国
道
二
号
に
沿
っ
て
府
域
に
入
り
、
朱
雀
路
に

沿
っ
て
北
(
H
l
E
)
に
国
府
域
の
中
央
を
通
っ
て
府
域
北
辺
に
至
り
、
北
辺

(
E
l
A
)
に
沿
っ
て
西
折
し
惣
社
社
前
・
国
分
寺
門
前
を
通

る
も
の
で
、
こ
れ
が
旧
駅
路
を
踏
襲
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
国
庁
域
の
発
掘
調
査
で
は
、
遺
構
の
撹
乱
・
削
平
が
著
し
い
た
め
に
律

令
期
の
建
物
跡
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
近
江
国
庁
跡
を
は
じ
め
と
す
る
律
令
期
地
方
官
庁
の
建
物
配
置
の
一
般
形
を
適

用
す
れ
ば
、
国
庁
域
内
中
央
を
駅
路
が
貫
通
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
在
の
国
道
と
同
様
に
駅
路
が
府
域
を
東
西

(
G
I
I
)
に
横
切
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
条
里

地
割
に
沿
う
想
定
山
陽
道
駅
路
跡
が
、
条
里
方
格
に
対
し
て
幅
一
五
乃
至
二

0
メ
ー
ト
ル
程
度
の
道
路
敷
と
見
ら
れ
る
余
剰
帯
を
と
る
こ

と
は
、
播
磨
・
備
中
の
各
地
、
ま
た
備
後
神
辺
町
な
ど
で
確
認
し
て
い
る
が
、
周
防
国
府
域
と
そ
の
東
西
外
域
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
、

現
在
国
道
二
号
線
の
路
線
と
な
っ
て
国
府
域
を
通
過
す
る
部
分
と
、
そ
の
延
長
線
に
沿
っ
て
約
一
五
メ
ー
ト
ル
の
余
剰
帯
を
認
め
る
こ
と

が
可
能
で
、
こ
れ
を
山
陽
道
駅
路
に
比
定
で
き
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、

「
周
防
で
は
国
庁
の
南
の
十
字
街
」

(
H
)
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
が
、
た
だ
し
、

「
十
字
街
」
は
国
府
域
中

央
よ
り
一
町
南
側
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

勝
間
駅
の
所
在
位
置
に
つ
い
て
は
、

『
防
長
地
名
淵
鑑
』
が
勝
間
郷
に
関
し
て
、

「
国
府
の
東
南
、
岸
津
(
旧
名
仮
屋
、
寛
永
年
中
改

む
)
及
び
下
岩
白
田
の
辺
古
郷
域
な
る
べ
し
。
然
れ
ば
勝
間
駅
は
岸
津
の
辺
に
て
国
府
の
駅
伝
を
掌
り
、
勝
間
浦
は
其
海
浜
な
り
」

県
風
土
誌
に
防
府
町
大
字
束
佐
波
令
の
西
国
街
に
馬
屋
田
あ
る
を
勝
間
駅
の
遣
と
す
る
も
の
非
な
り
。
国
街
の
内
に
勝
間
駅
家
存
す
べ
き

「
山
口



に
非
ず
」
と
し
て
い
る
が
、
一
二
坂
圭
治
元
)
も
こ
れ
を
と
り
、
藤
岡
謙
二
郎

avそ
の
他
も
従
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
国
府
域
内
に
駅
家
を
置
く
こ
と
を
不
都
合
と
す
る
根
拠
は
特
に
な
い
と
す
れ
ば
、
十
字
街
の
西
南
に
位
置
す
る
「
馬
屋
田
」

は
、
朱
雀
路
の
南
府
域
外
へ
の
延
長
路
に
沿
う
「
勝
間
」

(
F
)
の
字
名
と
共
に
や
は
り
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
朱
雀
路
南
端
の
東
一
町

に
字
「
船
所
」
の
舟
入
り
(
J
)
跡
が
あ
っ
て
、
国
府
の
港
湾
施
設
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
、
朱
雀
路
を
隔
て
て
そ
の
西
側
に
、
陸

上
交
通
の
施
設
と
し
て
の
駅
家
の
存
在
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
「
勝
間
」
の
北
側
に
字
「
市
田
」

(
K
)
が
あ
る
が
、
後
世
の
市
の
所
在
地
と
は
考
え
難
い
地
で
あ
る
。
あ
る
い
は
国
府
の
市
の
所

国府の『十字街」について

在
地
と
し
て
考
慮
さ
れ
よ
う
。

附
讃
岐
国
府
の
場
合
(
第
4
図
)

讃
岐
国
府
は
仁
和
二
年
(
八
八
六
)

ヨ1
J
J伎
町
U

かも砂川

讃
岐
守
と
し
て
任
地
に
あ
っ
た
菅
原
道
真
の
詩
文

av

か
ら
寛
平
二
年
(
八
九

O
)
に
か
け
て
、

13 

111 

Hι~寸」 ←斗140間目!盗
60!日!日盛片+

に
も
見
え
、
ま
た
保
元
元
年
二
一
五
六
)
崇
徳
上
皇
配
流

讃岐国府とその周辺

の
地
で
も
あ
る
の
で
、
世
人
の
関
心
を
ひ
く
こ
と
も
多
く
、

坂
出
市
府
中
に
あ
る
そ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
岡

田
唯
吉

2
)
の
す
ぐ
れ
た
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。

国
府
域
と
そ
の
条
坊
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
田
所
眉
東
2
)

が
正
方
位
の
方
八
町
を
想
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
府
域
は
綾

第4図

川
右
岸
を
も
含
む
こ
と
に
な
り
地
形
的
に
無
理
で
、
ま
た
北

二
七
度
西
方
位
を
と
る
現
地
の
地
割
に
も
合
致
し
な
い
。
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藤
岡
謙
二
郎

avは
直
角
に
曲
る
綾
川
の
流
路
が
、

人
為
的
に
改
変
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、

府
域
の
南
辺
と
東
辺
と
を

め
ぐ
っ
て
、
城
塁
的
役
割
を
果
し
た
も
の
と
解
し
、

こ
れ
ら
を
基
準
に
方
四
町
・
五
町
・
六
町
の
府
域
を
検
討
し
、

最
終
的
(
包
に
は
方

五
町
が
適
当
と
し
た
。

筆
者
は
坂
出
市
教
育
委
員
会
の
川
畑
廼
の
教
示
に
よ
り
、
想
定
府
域
内
を
東
西
走
し
て
綾
川
東
岸
の
綾
坂
か
ら
国
分
寺
方
面
に
通
じ
る

古
道
に
対
応
す
る
道
路
(
A
|
B
)
が
「
青
竜
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
を
府
域
の
東
西
中
軸
道
と
し
て
、
そ
の
西
方
正
面
に
国

「
青
竜
」
を
軸
と
し
て
南
辺
の
綾
川
と
対
称
的
位
置
に
あ
た
る
明
瞭
な
地
割
線
(
C
i
D
)
を
府
域
北
辺
と
し
た
が
、
こ
の

、、

聞
は
五
町
よ
り
大
き
く
六
町
に
満
た
な
い
ま
ま
、
ほ
ぼ
方
六
町
と
す
る
想
定
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る

8
v

庁
を
想
定
し
、

し
か
し
、

こ
の
国
庁
の
想

定
は
『
菅
家
文
草
』
に
「
開
法
寺
在
ニ
府
街
之
西
こ
と
あ
る
の
に
適
合
し
な
い
。

そ
の
後
さ
ら
に
川
畑
か
ら
、
青
竜
路
を
西
に
伸
ば
し
て
南
谷
か
ら
城
山
東
麓
の
海
抜
一

0
0
メ
ー
ト
ル
余
の
鞍
部
を
越
え
る
ル
l
ト

(
B
l
E
)
が
駅
路
に
比
定
し
う
る
と
の
教
示
を
え
た
の
で
、
こ
の
道
路
以
南
に
国
庁
の
所
在
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
国

庁
か
ら
北
に
伸
び
る
道
路

(
A
l
F
)
は
国
府
域
北
部
を
東
西
に
二
分
す
る
南
北
中
軸
路
と
な
り
、
そ
の
綾
川
北
岸
へ
の
延
長
は
阿
野
郡
条

里
(
き
の
基
準
線
と
考
え
ら
れ
る
、

「
馬
指
し
大
貫
(
往
還
)
」
に
連
な
り
、
国
庁
の
す
ぐ
北
で
青
竜
路
と
直
交
し
て
「
十
字
街
」

(
A
)
を

作
る
こ
と
に
な
る
。

国
府
の
条
坊
は
、
柴
田
孝
夫
自
υ
が
関
東
地
方
の
条
里
地
割
の
中
に
認
め
た
四

O
間
方
格
、

米
倉
二
郎
(
き
が
西
条
盆
地
に
想
定
し
た
安

芸
初
期
国
府
の
四

O
間
一
町
の
方
八
町
の
府
域
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
こ
こ
に
適
用
す
れ
ば
、
ま
さ
に
四

O
間
一
町
の
方
八
町
の
条
坊
が

適
合
す
る
。
四

O
間
方
格
は
六

O
間
方
格
の
条
里
地
割
を
再
分
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
両
様
の
地
割
が
複
合
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
は
以

上
の
府
域
外
北
方
の
綾
川
左
岸
の
地
に
も
認
め
ら
れ
、
岡
田
に
よ
れ
ば
「
正
惣
」

(
G
)
、
「
按
台
」

(
H
)
、
「
右
兵
衛
屋
敷
」
、
「
韓
屋
敷
」



な
ど
の
地
名
が
存
す
る
の
で
、
軍
団
や
岡
野
郡
家
な
ど
の
諸
施
設
が
配
置
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
南
・
東
・
北
方
に
綾
川
を
め
ぐ

ら
し
、
西
方
は
城
山
々
麓
に
接
す
る
限
ら
れ
た
地
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

南
海
道
河
内
駅
は
従
来
の
想
定
で
は
、
阿
野
郡
甲
知
郷
と
同
所
と
し
て
、
国
府
域
南
方
綾
川
対
岸
の
石
井
(
I
)
に
比
定
さ
れ
て
い
た
ら
〉
O

し
か
し
、
石
井
を
駅
と
す
れ
ば
、
青
竜
路
に
連
な
る
綾
坂
越
え
の
古
道
と
の
連
絡
が
不
自
然
な
こ
と
、
国
府
と
の
連
絡
に
往
復
の
綾
川
渡

渉
を
必
要
と
し
、

さ
ら
に
多
度
郡
に
想
定
さ
れ
る
次
駅
斐
井
に
向
っ
て
再
度
の
綾
川
渡
河
を
要
す
る
こ
と
が
疑
問
と
な
る

auo

綾
坂
越
え
と
青
竜
路
を
駅
路
の
一
部
と
す
れ
ば
、
河
内
駅
は
国
府
域
内
に
比
定
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
綾
川
に
囲
撰
さ
れ
る
そ
の
地

形
は
「
河
内
」
の
駅
名
に
も
適
合
す
る
。

『
管
家
文
草
』
の
「
行
春
詞
」
と
題
す
る
詩
に
、

「
駅
亭
楼
上
三
通
鼓
、
公
館
窓
中
一
点
灯
」

と
駅
亭
・
公
館
を
対
称
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
駅
家
は
国
府
公
館
に
対
置
す
る
位
置
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ

ば
、
駅
は
「
国
庁
の
北
の
十
字
街
」
近
く
に
置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

国
府
の
西
方
に
そ
び
え
る
城
山
(
四
六
三
メ
ー
ト
ル
)

は
、
頂
部
に
サ
ヌ
カ
イ
ト
を
置
く
、
こ
の
地
方
に
多
い
メ
サ
の
一

つ
で
あ
る

国府の「十字街」について

が
、
山
上
に
古
代
山
城
遺
跡
註
)
を
残
し
、

文
献
に
は
知
ら
れ
な
い
が
そ
の
遺
構
か
ら
み
れ
ば
、

天
智
六
年
(
六
六
七
)
に
築
か
れ
た
屋
島

城
と
同
様
に
、
律
令
初
期
に
北
九
州
・
瀬
戸
内
沿
岸
に
配
置
さ
れ
た
防
衛
施
設
の
一
環
を
な
し
た
こ
と
は
確
実
で
、
国
府
と
は
緊
密
な
関

係
が
保
た
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
駅
路
が
そ
の
山
麓
の
鞍
部
を
通
過
し
た
と
す
る
の
も
き
わ
め
て
妥
当
性
が

大
き
く
、

日
野
尚
志

a)が
大
宰
府
か
ら
肥
前
基
臨
時
駅
に
至
る
駅
路
を
基
堕
城
東
方
の
峠
(
一
一
一
一

0
メ
ー
ト
ル
)
を
越
え
る
ル
l
ト
に
比
定

し
て
い
る
の
に
よ
く
類
似
す
る
。

一
方
、
十
字
街
か
ら
北
方
に
向
う
「
在
北
道
」
は
、
綾
川
以
北
で
は
「
馬
指
し
大
貫
」
と
な
っ
て
、
海
浜
に
近
い
雄
山
(
一
四

O
メ
l

15 

ト
ル
)
西
南
麓
に
達
す
る
が
、
そ
の
東
麓
の
坂
出
市
高
屋
町
に
想
定
で
き
る
国
府
外
港
に
連
絡
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、

『
菅
家
文
草
』
の
「
晩
春
遊
一
一
松
山
館
こ

「
得
ニ
倉
主
簿
写
レ
情
書
一
、
報
以
ニ
畏
匂
一
、

兼
謝
一
一
州
民
不
レ
帰
之
疑
一
。
以
下

乞
ν
暇
入
v
京
之
作
。
」
と
題
す
る
こ
首
の
詩
に
よ
れ
ば
、
道
真
は
「
津
頭
客
館
」
に
小
松
を
植
え
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
松
山
館
」
と
も
称

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
位
置
は
地
形
的
に
み
て
旧
時
は
海
浜
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
、
旧
松
山
村
高
屋
に
比
定
で
き
る
。

瀬
戸
内
沿
岸
諸
国
で
は
、
「
延
喜
式
』
民
部
下
に
「
凡
山
陽
・
南
海
・
西
海
道
府
園
、
新
任
官
人
赴
レ
任
者
、
皆
取
エ
海
路
こ
な
ど
と
規

定
さ
れ
、
道
真
も
海
路
赴
任
し
た
こ
と
が
『
菅
家
文
草
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
港
津
が
交
通
・
運
輸
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を

は
た
し
て
い
た
。

な
お
、

「
松
山
館
」
の
位
置
を
坂
出
市
加
茂
町
の
牛
児
山
天
満
宮
の
地
と
し
、
旧
時
の
海
岸
線
を
こ
の
付
近
ま
で
湾
入
し
て
い
た
と
解

す
る
説
が
行
な
わ
れ
て
い
る
詰
)
が
、

綾
川
右
岸
で
は
雄
山
南
麓
ま
で
条
里
地
割
が
連
続
し
、

地
形
的
に
も
区
分
は
認
め
ら
れ
な
い
の

で
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

凶
そ
の
他

以
上
の
よ
う
に
は
明
確
で
な
い
が
、
国
府
域
内
に
「
十
字
街
」
を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
次
の
よ
う
な

諸
国
府
が
あ
る
。

参
河
国
府

筆
者
〈
哲
は
参
河
国
府
を
豊
川
市
国
府
町
の
音
羽
川
左
岸
の
低
地
に
、

四

O
間
方
格
方
八
町
域
の
国
府
と
、

中
央
西
寄

り
の
国
庁
域
を
想
定
し
た
が
、
国
庁
の
東
側
の
府
域
を
東
海
道
駅
路
が
貫
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
後
世
の
姫
街
道
に
あ
た

る
浜
名
湖
北
岸
を
通
る
駅
路
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
分
岐
点
は
一
応
後
世
と
同
様
の
御
油
町
追
分
と
し
た
が
、
国
庁

域
内
で
分
岐
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。

参
河
国
内
の
駅
家
は
、

『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
鳥
捕
・
山
網
・
渡
津
の
三
駅
で
、
国
府
は
渡
津
に
近
く
山
綱
と
の
間
に
あ
り
、
坂
本
太



郎

auが
国
府
と
駅
家
と
が
同
所
に
な
い
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

伊
場
遺
跡
出
土
の
木
簡
〈
哲
に
「

U
駅
家

宮

地
駅
家

山
豆
奈
駅
家

『
延
喜
式
』
に
見
え
な
い
宮
地
駅
家
が
あ
っ
て
、
駅
家
の
変
更
や
停
廃
が

鳥
取
駅
家
」
と
記
す
も
の
が
あ
り
、

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
木
簡
発
見
後
、

坂
本
自
〉
は
宮
地
駅
は
国
府
に
近
く
比
定
さ
れ
る
『
和
名
抄
』
宝
飯
郡
宮
道

〔
お
)
(
美
也
知
)
郷
と
同
所
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

奈
良
時
代
に
は
国
府
と
駅
家
と
は
同
所
か
、

近
い
所
に
あ
っ
た
と
い
う
実
例
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
駅
山
綱
品
)
と
国
府
と
の
距
離
は
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
に
す
ぎ
な
い
の
で
、

宮
地
駅
が
国
府
以
北
に
置

か
れ
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
別
路
を
分
岐
す
る
重
要
地
点
の
駅
と
な
れ
ば
、
国
府
域
内
に
置
か
れ
た
可
能
性
は

き
わ
め
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

備
前
国
府

初
期
備
前
国
府
は
旧
上
道
郡
の
岡
山
市
国
府
市
場
に
あ
り
、
府
域
に
つ
い
て
は
諸
種
の
想
定
が
あ
る
が
、
筆
者

a)は

現
在
の
県
道
今
在
家
・
東
岡
山
停
車
場
線
を
東
西
に
通
る
中
軸
路
に
、
正
北
方
山
麓
の
賞
回
廃
寺
跡
に
至
る
道
と
、
南
方
や
や
西
よ
り
に

幡
多
廃
寺
方
面
に
至
る
道
と
が
作
る
十
字
路
の
交
点
を
中
央
と
す
る
方
八
町
域
を
想
定
し
た
。
こ
の
場
合
、
国
庁
跡
と
さ
れ
る
園
長
宮
の

国府の「十字街」について

位
置
が
、
西
側
に
突
出
し
た
形
に
な
る
が
、
想
定
府
域
の
周
辺
を
旧
河
道
の
低
地
が
め
ぐ
り
、
府
域
西
辺
は
大
字
界
に
合
致
し
、
東
方
の

成
光
寺
跡
も
府
域
外
側
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

『
延
喜
式
』
の
駅
路
は
こ
の
国
府
域
を
通
ら
ず
、
北
方
の
竜
ノ
ロ
山
(
二
五
七
メ
ー
ト
ル
)

の
山
塊
の
彼
方
を
通
る
こ
と
に
な
る
が
、

『
延
喜
式
』
当
時
の
国
府
は
御
野
郡
に
移
っ
て
、

こ
の
地
に
は
な
か
っ
た
と
筆
者
(
色
は
考
え
て
い
る
。
足
利
健
亮
ハ
哲
に
よ
れ
ば
、
旭
川

右
岸
の
津
島
山
南
麓
を
東
西
に
通
る
福
林
寺
縄
手
は
、
左
岸
の
前
記
県
道
に
連
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
備
前
国
府
の
設
置
に
伴
な
っ
て
開

設
さ
れ
た
支
路
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
延
喜
式
』
の
駅
路
を
原
初
か
ら
の
山
陽
道
で
あ
っ
た
と
考
え
て
の
上
で
あ
る
。

17 

と
す
れ
ば
、
府
域
西
辺
中
央
に
想
定
さ
れ
る
国
庁
域
内
を
山
陽
道
支
路
が
通
過
す
る
こ
と
に
な
り
、
周
防
国
府
の
場
合
に
述
べ
た
よ
う
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な
不
都
合
を
来
す
の
で
、
国
庁
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
山
陽
道
支
路
が
府
域
の
中
軸
線
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実

で
、
こ
れ
に
交
わ
っ
て
、
当
時
栄
え
た
賞
田
・
幡
多
の
二
寺
を
つ
な
ぐ
南
北
道
と
が
作
る
「
十
字
街
」
が
府
域
の
中
央
と
な
る
こ
と
は
十

分
に
理
解
で
き
、

そ
こ
に
古
市
場
の
通
称
地
名
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、

古
代
に
お
け
る
国
府
付
属
の
市
(
告
の
立
地
も
考
慮
さ
れ
よ
う
。

、
国
府
域
外
に
存
在
す
る
「
十
字
街
」
の
諸
例

蔵
岡
謙
二
郎
(
哲
の
想
定
に
よ
れ
ば
、
岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
域
に
比
定
さ
れ
る
美
濃
国
府
と
不
破
郡
家
と
は
そ
れ
ぞ
れ
方
八
町
の
府

域
を
し
め
る
が
、
東
西
に
通
る
東
山
道
駅
路
を
は
さ
ん
で
、
国
府
は
北
に
郡
家
は
南
に
対
置
さ
れ
、
両
者
を
連
絡
す
る
「
御
幸
道
」
と
呼

ば
れ
る
道
路
が
駅
路
と
交
叉
す
る
、
現
在
の
垂
井
町
市
街
部
に
不
破
駅
の
所
在
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
府
域
内
外

の
差
は
あ
る
が
、
形
態
的
に
も
機
能
的
に
も
ま
っ
た
く
同
様
の
「
十
字
街
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

足
利
健
亮
(
想
は
不
破
駅
か
ら
東
山
本
道
と
分
れ
て
南
下
し
、

東
海
道
と
合
し
て
墨
俣
川
を
渡
り
、

尾
張
国
府
を
通
っ
て
か
ら
東
海
道

と
離
れ
て
東
北
行
し
、
土
岐
駅
で
再
た
び
東
山
本
道
に
合
す
る
と
い
う
、
東
海
・
東
山
両
道
の
連
絡
路
と
も
い
う
べ
き
バ
イ
パ
ス
の
存
在

を
想
定
し
、
そ
の
後
ま
た
藤
岡
ハ
哲
も
こ
こ
を
分
岐
点
と
し
て
尾
張
国
府
に
至
る
両
道
連
絡
路
の
存
在
に
ー
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
い
る
。

足
利
に
よ
れ
ば
、
こ
の
分
岐
路
は
墨
俣
川
右
岸
の
養
老
山
脈
東
麓
を
通
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

「
十
字
街
」
か
ら
南
に
向
う
道
が
こ
れ
に

あ
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
下
、
同
様
に
想
定
国
府
域
外
で
は
あ
る
が
、
機
能
的
に
国
府
に
属
す
る
「
十
字
街
」
の
所
在
例
を
求
め
て
み
よ
う
。

川
筑
後
の
場
合
(
第
5
図
)

筑
後
国
府

auは
西
流
す
る
筑
後
川
左
岸
に
あ
っ
て
、

南
か
ら
こ
れ
に
合
流
す
る
高
良
川
右
岸
の
、

久
留
米
市
合
川
町
枝
光
の
低
位
段



丘
面
上
に
、
古
瓦
出
土
地
の
字
「
脇
田
」

「
阿
弥
陀
」
を
ふ
く
む
方
二
町
を
国
庁
域
と
し
て
、
こ
れ
を
府
域
中
央
北
側
に
置
く
方
八
町
が

府
域
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
ハ
想
は
九
州
北
部
に
小
字
地
名
な
ど
と
し
て
残
る
「
車
路
(
車
地
)
」
が
古
代
官
道
を
意
味
す
る
こ
と
を
考
察
し
、
こ
こ
筑
後
に
つ

国府の「十字街lについて

j反
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キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
、

高
良
川
左
岸
の
合
川
町
市
ノ
上
の

低
位
段
丘
面
を
通
り
、

筑
後
川
対
岸
の
宮
ノ
陣
町
渡
町

に
向
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、

国
府
域
中
央
を
東
西
に
通
過
す
る
道
路
の
存

在
が
想
定
さ
れ
、

府
域
外
東
方
で
は
約
一
キ
ロ
メ
I
ト

ル
に
わ
た
る
直
線
の
地
割
線
、
西
方
で
は
市
ノ
上
の
段

丘
面
上
の
約
五

0
0
メ
ー
ト
ル
の
道
路
に
、
そ
の
面
影

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
に
は
筑
後
川
左
岸
の
諸
郡

第5図

を
連
ね
て
、
把
木
駅
ま
た
は
石
井
駅
で
大
宰
府
・
豊
一
後

連
絡
駅
路
に
接
続
し
、
西
は
筑
後
川
を
渡
っ
て
肥
前
に

至
る
地
方
官
道
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
御
井
駅
の
所
在
地
と
し
て
は
市
ノ
上
の

E
「
十
字
街
」
が
適
当
と
思
わ
れ
る
が
、

「
筑
後
国
内
ノ
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社
寺
及
ピ
官
舎
等
ノ
実
状
ヲ
勘
録
」
し
た
、
仁
治
二
年
(
一
二
四
一
)
の

『
書
陵
部
文
書
ハ
想
』
に
よ
れ
ば
、

「
国
府
院
」

と
並
'
ん
で

「
駅
館
一
院
」
が
あ
っ
て
、
国
府
院
は
鏡
山
猛

auが
考
察
し
て
い
る
よ
う
に
築
地
に
固
ま
れ
る
国
庁
部
を
意
味
す
る
も
の
と
思
い
わ
れ
る

が
、
駅
館
は
特
に
駅
名
を
記
さ
な
い
の
で
国
府
付
属
の
御
井
駅
と
思
わ
れ
、
国
府
域
内
に
所
在
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
駅
館
は
「
四
面
築
垣
」
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
国
府
域
内
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
東
辺
の
字
「
立
石
」
の
長
者

屋
敷
伝
承
地
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
ほ
ぼ
方
一
町
の
区
画
を
占
め
て
、
府
域
東
西
中
央
道
に
面
し
て
い
る
が
、

一
般
に
駅
跡
が
長
者
屋
敷

と
し
て
伝
承
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
「
立
石
」
も
駅
跡
に
多
く
見
ら
れ
る
地
名
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
古
賀
寿
は
「
長
者
屋

敷
」
の
一
画
が
推
定
国
府
条
坊
に
一
致
せ
ず
、
条
里
地
割
に
近
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
地
に
限
ら
ず
想
定
筑
後
国
府
域
内
に

は
固
有
の
条
坊
的
地
割
は
認
め
難
い
。
必
ら
ず
し
も
条
坊
的
町
割
の
施
行
は
考
え
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
な
お
今
後
の
調
査
に
待
ち
た
い
。

な
お
、

「
十
字
街
」
の
所
在
地
に
市
関
係
地
名
が
あ
る
こ
と
は
、
周
防
・
備
前
と
同
様
で
あ
る
。

凶
肥
後
の
場
合
(
第
6
図
)

熊
本
市
出
水
町
国
府
は
、

松
本
雅
明
白
川
に
よ
れ
ば
八
世
紀
中
頃
に
置
か
れ
た
第
二
期
国
府
と
し
て
、

初
期
国
府
を
下
益
城
郡
城
南
町

陳
内
に
想
定
す
る
が
、

筆
者
(
巴
は
出
水
町
を
初
期
国
府
に
考
定
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
律
令

盛
行
期
の
肥
後
国
府
と
す
る
点
で
は
一
致
す
る
。

米
倉
二
郎

(gは
字
「
本
村
屋
敷
」
に
残
る
方
二
町
の
土
塁
状
遺
構
に
囲
緯
さ
れ
る
一
画
を
国
庁
域
に
、
こ
れ
を
中
央
に
置
く
方
八
町

域
を
府
域
に
想
定
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
三
七
年
に
松
本
等
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
国
庁
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
建
物
基
壇
の
一
部
と
国
庁
域
を
め
ぐ
る
築
地
跡
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D 

と
が
検
出
さ
れ
た
が
、
国
庁
域
は
米
倉
の
想
定
よ
り
若
干
南
に

ず
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ま
た
、
米
倉
は
は
じ
め
国
府
域
が
条
里
に
従
う
と
の
想
定
を

行
っ
た
が
、
後
に
こ
れ
を
訂
正
し
て
、
北
五
度
西
方
位
を
と
る

条
里
に
対
し
、
国
府
は
ほ
ぼ
正
方
位
を
示
す
と
し
た
。
発
掘
さ

れ
た
国
庁
跡
の
諸
遺
構
は
北

0
・
七
度
西
と
正
方
位
に
近
い
。

し
か
し
、
米
倉
の
想
定
府
域
の
南
辺
は
北
八
五
度
東
を
示
し
、

明
ら
か
に
条
里
地
割
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
そ

の
一
七

O
乃
至
一
一

0
メ
ー
ト
ル
北
に
あ
っ
て
、
大
字
界
と
な

っ
て
い
る
ほ
ぼ
東
西
方
向
の
地
割
線
を

府
域
南
辺
に
考
定
し

た
。
府
域
西
辺
を
限
る
と
み
ら
れ
る
「
上
溝
」
の
水
路
が
、
府

域
西
北
隅
と
西
南
隅
を
斜
め
に
切
る
そ
の
形
状
が
、
南
北
対
称

と
な
り
適
当
と
思
わ
れ
る
が
、
府
域
北
辺
と
東
辺
に
つ
い
て
は

明
瞭
な
地
割
線
は
認
め
ら
れ
な
い
。
筆
者
の
想
定
府
域
内
に
お

け
る
国
庁
の
位
置
は
南
部
中
央
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

府
域
内
に
お
け
る
条
坊
的
町
割
は
明
瞭
で
は
な
く
、
北
五
度
西

方
位
の
条
里
地
割
が
か
な
り
残
存
し
て
い
る
。
筑
後
と
同
様
に
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府
域
内
の
条
坊
は
完
全
に
は
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

肥
後
の
駅
路
に
つ
い
て
は
別
に
考
定

a〉
を
試
み
て
い
る
が
、

白
川
以
北
に
遺
構
を
留
め
る
「
車
路
」
を
駅
路
と
見
て
、

白
川
以
南
は

ほ
ぼ
そ
の
延
長
線
に
あ
る
、
託
麻
郡
条
里
の
一
・
二
条
界
線
(
A
1
B
|
)
C
を
駅
路
に
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
府
域
東
辺
を
東
に
わ

ず
か
離
れ
て
通
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
想
定
駅
路
を
隔
て
て
東
側
に
国
分
僧
寺
が
あ
り
、
さ
ら
に
二
町
を
隔
て
て
字
陳
山
に
国
分
尼
寺
想
定
地
が
あ
る
。
国
府
中
央
東
に

府
域
を
出
て
国
分
両
寺
門
前
に
至
る
道
路

(
D
1
B
l
E
)
が
あ
り
、

駅
路
と
の
交
点
に
「
十
字
街
」

(
B
)
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る

『
延
喜
式
』
所
載
の
蚕
養
駅
は
白
川
北
岸
の
熊
本
市
東
・
西
子
飼
町
付
近
に
、
そ
の
次
駅
で
あ
る
球
磨
駅
は
下
益
城
郡
城
南
町
隈
ノ
庄

に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
さ
れ
る
が
、
当
時
の
国
府
は
『
和
名
抄
』
に
「
益
城
(
町
時
岐
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
益
城
郡
内
に
移
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
、
筆
者
は
球
磨
駅
比
定
地
に
隣
る
城
南
町
宮
地
に
こ
れ
を
想
定
し
た
。
出
水
町
の
国
府
は
発
掘
調
査
の
結
果
、
九
世
紀
中
頃
に
洪
水

に
よ
っ
て
廃
滅
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

原
則
的
に
国
府
に
は
駅
家
が
付
属
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
以
上
の
国
府
の
移
転
に
よ
っ
て
駅
家
も
移
転
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

ほ
る
H
ま

や

い
。
筆
者
は
国
分
尼
寺
想
定
地
の
東
に
隣
る
、
「
東
・
西
掘
馬
屋
」
の
両
小
字
域
が
方
三
町
域
を
占
め
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
『
肥
後
国

あ
ま

誌
岳
)
』
に
よ
れ
ば
、
尼
寺
想
定
地
は
「
蜜
長
者
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
、
菊
池
の
「
米
原
長
者
屋
敷
」
と
の
聞
に
「
車
路
」
が
敷
設
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
米
原
長
者
屋
敷
は
鞠
智
城
跡
で
、
「
車
路
」
は
国
府
と
鞠
智
城
と
を
つ
な
ぐ
官
道
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

う

ま

や

る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
堀
馬
屋
」
に
国
府
関
係
の
駅
家
ま
た
は
厩
な
ど
の
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

筆
者
は
国
分
尼
寺
想
定
地
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
阿
蘇
火
山
麓
末
端
の
台
地
上
に
位
置
し
て
、
低
地
の
国
分
僧
寺
と
は
地
形
面
を
異
に



す
る
こ
と
、
両
遺
跡
の
示
す
方
位
も
若
干
異
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
来
は
尼
寺
と
は
異
な
る
国
府
関
係
の
施
設
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
疑
っ
て
い
る
。

附
そ
の
他

以
上
の
よ
う
に
は
明
確
で
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
状
態
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
に
、
次
の
諸
例
が
あ
る
。

上
野
国
府

上
野
国
府
の
所
在
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
諸
説
が
あ
っ
た
が
、
前
橋
市
利
根
川
右
岸
の
元
惣
社
所
在
の
総
社
神
社
付
近

総
社
東
方
の
大
友
地
区
に
府
域
を
想
定
す
る
近
藤
義
雄
(
哲
の
説
に
基
づ
い
て
、

三
六
年
以
来
四
三
年
に
か
け
て
尾
崎
喜
左
雄
・
松
島
栄
治
等
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
(
包
が
実
施
さ
れ
、
平
安
な
い
し
鎌
倉
期
に
か
け
て
の

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
て
い
た
。

昭
和

諸
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
が
、
律
令
盛
行
期
の
国
庁
跡
や
国
府
域
の
範
囲
に
つ
い
て
は
な
お
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
、
国
分
尼
寺
の
発
掘
調
査
に
当
っ
た
松
島
翁
〉
は
、

国
分
両
寺
跡
を
ふ
く
む
方
格
地
割
の
想
定
か
ら
、

国
府
は
元
惣
社
の
蒼
海

城
跡
に
あ
た
る
方
六
町
域
が
適
当
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
国
府
域
が
中
世
の
蒼
海
域
に
踏
襲
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

国府の「十字街」について

一
方
、
上
野
の
駅
路
を
調
査
し
た
金
坂
清
則
翁
)
は
、

空
中
写
真
や
地
形
図
に
認
め
ら
れ
る
、

高
崎
市
街
西
郊
か
ら
元
惣
社
集
落
南
端

に
続
く
、
明
瞭
な
道
路
状
痕
跡
を
古
東
山
道
に
比
定
し
、
国
府
域
に
つ
い
て
は
元
惣
社
・
大
友
の
両
地
域
に
か
け
て
の
方
八
町
を
想
定
し

た
。
両
者
の
想
定
に
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
が
、
現
在
の
元
惣
社
集
落
南
部
に
府
域
を
想
定
し
、
そ
の
南
を
わ
ず
か
離
れ
て
駅
路
が
通
る

と
す
る
と
こ
ろ
は
共
通
す
る
。

こ
の
場
合
、
府
域
南
辺
と
駅
路
と
の
聞
に
、
四
周
に
濠
状
の
窪
地
を
め
ぐ
ら
す
、
約
一
一
一

0
メ
ー
ト
ル
四
方
の
二
区
画
地
が
東
西
に
並

置
さ
れ
、
何
等
か
の
施
設
の
所
在
を
思
わ
せ
る
。
筆
者
は
こ
こ
を
群
馬
駅
の
位
置
と
し
て
適
当
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
聞
を
南

23 

北
に
通
る
窪
地
は
、
南
方
に
延
長
し
て
道
路
ま
た
は
明
瞭
な
地
割
線
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
線
は
高
崎
・
前
橋
両
市
の
界
線
、
旧
高
崎
市
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域
と
旧
新
高
尾
村
と
の
界
線
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
に
合
致
し
て
お
り
、

何
等
か
の
有
意
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
三
友
国

五
郎

avが
群
馬
郡
条
里
を
二
分
す
る
と
し
た
南
北
基
準
線
か
ら
は
七
町
西
に
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
な
お
検
討
の
余
地
が
大
き
い
が
、
国
府
域
か
ら
南
に
延
び
る
道
路
と
、
こ
れ
に
や
や
斜
方
向
に
交
叉
す
る
東
山
道
駅
路
と
の
つ

く
る
「
十
字
街
」
が
、
府
域
の
南
に
あ
り
、
そ
こ
に
駅
家
が
置
か
れ
た
も
の
と
筆
者
は
解
し
た
い
。

肥
前
国
府

初
期
肥
前
国
府
は
佐
賀
県
佐
賀
郡
大
和
町
大
字
久
池
井
・
尼
寺
の
一
帯
に
所
在
が
考
え
ら
れ
、
米
倉
三
郎
ハ
巴
・
高
橋

誠
一
ハ

g
・
木
原
武
夫

auな
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
府
域
が
想
定
さ
れ
、
筆
者
自
〉
も
府
域
に
つ
い
て
は
米
倉
に
同
意
し
な
が
ら
、
国
庁
跡

に
つ
い
て
は
異
な
る
見
解
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

一
方
、
筆
者
は
佐
賀
平
野
を
通
る
肥
前
園
駅
路
に
つ
い
て
は
、
尼
寺
か
ら
東
方
一
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
三
養
基
郡
中
原
町
中
原
に
か
け

て
、
空
中
写
真
や
大
縮
尺
地
図
に
認
め
ら
れ
る
、

一
直
線
の
道
路
状
痕
跡
を
こ
れ
に
比
定
し
た
。
国
府
域
の
南
を
わ
ず
か
に
離
れ
て
通
過

す
る
こ
と
は
、
前
述
の
上
野
の
場
合
に
類
似
す
る
。
ま
た
、
米
倉
に
よ
れ
ば
、
佐
嘉
郡
条
里
の
基
準
線
は
国
府
域
の
ほ
ぼ
中
央
を
や
や
斜

め
に
通
る
と
す
る
の
で
、
筆
者
の
想
定
駅
路
に
直
交
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
交
点
に
あ
た
る
部
分
に
は
明
瞭
な
遺
構
は
認
め
難
い
。

し
か
し
、
そ
の
東
方
に
は
駅
路
と
府
域
と
の
聞
に
「
納
所
」
の
小
字
地
名
を
有
す
る
地
が
あ
り
、
そ
の
両
側
に
は
国
府
域
に
通
じ
る
明
瞭

な
道
路
状
遺
構
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
こ
れ
よ
り
東
方
約
四

0
0
メ
ー
ト
ル
の
想
定
国
分
尼
寺
跡
の
南
側
に
あ
た
っ
て
、
想
定
駅
路
に
対
し
て
直
角
に
南
方
に
通
じ
る

溝
状
窪
地
が
あ
り
、
条
旦
割
に
も
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
溝
状
窪
地
に
囲
緯
さ
れ
る
こ
区
画
が
、
駅
路
に
沿
っ
て
東
西
に
併
置
さ

れ
、
上
野
国
府
に
お
け
る
駅
想
定
地
と
同
様
の
状
態
を
示
す
。
こ
こ
に
、
国
府
に
付
属
す
る
駅
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
駅
路
か
ら
北
に

国
府
に
通
じ
る
道
路
が
前
記
の
納
所
に
、
駅
路
か
ら
南
に
通
じ
る
道
路
が
駅
所
在
地
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

T
字
路
を
作
っ
て
い
た
こ
と



も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、

『
和
名
抄
』
当
時
の
国
府
は
小
城
郡
に
移
さ
れ
て
い
た
の
で
、

『
延
喜
式
』
所
載
の
佐
嘉
駅
も
、
初
期
国
府
の
廃
絶
に
と
も
な

っ
て
、
そ
の
位
置
を
転
じ
た
可
能
性
も
あ
る
。

た
ま
た
ま
昭
和
五

O
年
か
ら
国
府
跡
の
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
成
果
を
待
っ
て
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
後
考
し
た

L 、。

四
、
お
わ
り
に

わ
が
国
古
代
の
道
路
の
形
状
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、

一
般
的
な
知
識
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
古
代
史
の
専
門
家

で
も
「
ふ
み
わ
け
道
」
を
若
干
整
備
し
た
程
度
の
、
曲
折
し
た
道
路
を
漠
然
と
想
像
し
て
い
た
。

し
か
し
、
足
利
健
亮
ハ
思
・
日
野
尚
志

(U
・
金
坂
清
則
(
曾
ら
の
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
畿
内
だ
け
で
な
く
全
国
的
に
、
直
線
的
路
線

国府の「十字街」について

を
と
っ
て
丘
陵
を
切
り
通
し
、
低
地
に
盛
り
土
を
す
る
な
ど
の
土
木
工
事
を
と
も
な
っ
た
「
つ
く
り
道
」
が
通
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
、
筆
者

a〉
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
古
道
の
復
原
的
研
究
に
つ
と
め
て
き
た
。

一
方
、
岸
俊
男
ハ

g
・
秋
山
日
出
雄
日
)
ら
に
よ
れ
ば
、

畿
内
で
は
こ
の
よ
う
な
直
線
道
が
都
城
設
置
や
条
里
施
行
の
基
準
線
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
大
和
の
「
下
津
道
」
や
「
横
大
路
」
は
、
約
三

0
メ
ー
ト
ル
の
道
路
敷
を
有
し

て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
足
利

avも
恭
仁
京
の
設
置
に
古
道
が
基
準
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

従
来
、
条
里
施
行
地
を
通
る
駅
路
が
多
く
そ
の
地
割
に
合
致
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
た
が
、
こ
れ
を
駅
路
が
条
旦
に
従
っ
た
と

25 

先
行
す
る
道
路
を
基
準
に
条
里
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
、

士
口
備
地
方
に
お
け
る
足
利
白
〉
の
見
解
は
、

す
る
の
で
は
な
く
、
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畿
外
に
お
い
て
も
古
道
が
地
域
計
画
の
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。

筆
者
ハ
巴
は
播
磨
明
石
川
右
岸
の
近
世
西
国
街
道
に
沿
う
部
分
で
、
条
里
方
格
に
対
し
て
約
二

0
メ
ー
ト
ル
の
余
剰
帯
を
認
め
、
こ
れ
を

古
山
陽
道
の
道
路
敷
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
が
、
そ
の
後
の
検
討
元
)
に
よ
っ
て
、
播
磨
で
は
加
古
川
両
岸
・
市
川
左
岸
・
夢

前
川
両
岸
・
揖
保
川
両
岸
の
諸
条
里
区
に
お
い
て
同
様
の
余
剰
帯
を
確
認
し
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
古
山
陽
道
路
線
の
検
出
を
可
能
に
し
た
。

吉
備
地
方
に
お
け
る
足
利
の
想
定
駅
路
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
各
所
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
足
利
の
想

定
を
よ
り
確
実
に
し
た
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
道
路
敷
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
余
剰
帯
は
、
山
陽
道
だ
け
で
な
く
、
筆
者
が
た
ま
た
ま
検
討
を
試
み
た
限
り
で
も
、
足
利

の
想
定
に
な
る
近
江
湖
東
平
野
の
東
山
道
に
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
遠
江
袋
井
付
近
、
讃
岐
高
松
平
野
・
伊
予
今
治
平
野
に
も
認
め
た
の

で
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
東
海
道
と
南
海
道
を
そ
れ
ぞ
れ
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、

日
野

auも
讃
岐
刈
田
郡
を
通
る
南

海
道
に
約
七
・
五
メ
ー
ト
ル
の
道
路
敷
を
条
里
方
格
に
対
し
て
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
に
あ
っ
て
は
、
先
行
し
て
敷
設
さ
れ
た
駅
路
を
基
準
に
条
里
が
施
行
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
駅
路
と
条
里
と
が
同
時

に
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
道
路
を
基
準
に
地
域
計
画
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。

と
す
れ
ば
、
国
府
の
立
地
、
そ
の
条
坊
の
施
行
に
も
駅
路
は
密
接
に
関
係
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
は
こ
の
よ
う
な
観

点
に
立
っ
て
、
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
駅
路
が
条
里
の
基
準
と
な
り
、
こ
れ
か
ら
支
路
ま
た
は
地
方
的
官
道
を
派
生

す
る
場
合
は
、
や
は
り
条
里
地
割
に
沿
っ
て
駅
路
か
ら
直
角
に
分
岐
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
が
交
通
の
要
地
と
し
て
駅
が
置
か
れ
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
支
路
の
派
生
方
向
と
は
逆
の
位
置
に
国
庁
を
置
け
ば
、
そ
こ
に
「
十
字
街
」
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
都
市
計
画
上



好
都
合
と
思
わ
れ
る
。
国
庁
域
内
に
お
け
る
国
庁
の
位
置
が
、
都
城
に
お
け
る
宮
域
と
ち
が
っ
て
、
必
ら
ず
し
も
北
辺
に
置
か
れ
な
い
の

は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
十
字
街
」
を
府
域
中
央
に
位
置
さ
せ
る
こ
と
は
、
計
画
上
ご
く
自
然
な
こ
と
で
、
そ
れ
が
ま
た
国
府
域
を
方
八

町
・
方
六
町
な
ど
と
府
域
を
四
分
す
る
に
適
し
た
、
偶
数
町
の
方
形
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

方
五
町
分
〉
の
府
域
を
と

な
お
、

る
と
み
ら
れ
る
国
府
も
存
在
す
る
が
、
こ
の
場
合
は
特
に
「
十
字
街
」
の
形
成
は
認
め
ら
れ
ず
、
府
域
中
央
を
一
本
の
道
路
が
貫
通
す
る

の
み
の
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
国
府
域
内
を
過
ぎ
る
街
路
型
か
ら
す
れ
ば
、
必
然
的
に
国
府
域
中
央
に
は
国
庁
の
立
地
を
不
可
能

に
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
実
と
し
て
筆
者
の
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
府
域
中
央
に
国
庁
を
置
く
例
ハ
幼
)
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

国
府
域
と
周
辺
条
里
と
が
方
位
を
異
に
す
る
場
合
、
肥
後
の
例
の
よ
う
に
府
域
外
に
「
十
字
街
」
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
播
磨
で
は
周
辺
条
旦
と
方
位
を
異
に
す
る
国
府
条
坊
に
従
っ
て
、
府
域
を
通
過
す
る
駅
路
は
、
そ
の
両
側
で
約
二
町
の
ず
れ
を
示

し
、
そ
れ
が
国
府
の
位
置
を
基
準
に
分
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
飾
磨
郡
条
坊
(
里
)
の
左
・
右
条
の
坊
界
線
の
ず
れ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

国府の「十字街lについて

カミ

「
十
字
街
」
の
形
成
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
確
に
し
え
な
い
。

坂
本
太
郎
(
別
)
は
『
和
名
抄
』
当
時
の
国
府
と
、

国
府
と
駅
家
と
の
位
置
的
関
係
に
つ
い
て
は
、

『
延
喜
式
』
所
載
の
駅
家
の

な
お
、

位
置
と
を
検
討
し
て
、
国
府
と
駅
家
と
は
同
所
に
置
か
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
述
べ
た
が
、
そ
の
後
、
前
述

し
た
よ
う
に
参
河
国
府
と
伊
場
遺
跡
木
簡
に
見
え
る
宮
地
駅
と
の
関
係
か
ら
、
奈
良
時
代
に
は
国
府
と
駅
家
と
は
同
所
か
、
近
い
所
に
あ

っ
た
と
い
う
実
例
に
な
ろ
う
と
の
意
見
を
付
加
し
て
い
る
。

本
論
に
と
り
あ
げ
た
諸
国
府
は
、
駅
路
に
沿
わ
な
い
と
さ
れ
る
備
前
を
除
け
ば
、
そ
の
す
べ
て
が
府
域
内
外
に
駅
家
の
所
在
が
考
定
さ

27 

れ
、
特
に
出
雲
の
場
合
、

『
風
土
記
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
若
干
離
れ
た
位
置
に
あ
っ
た
黒
田
駅
を
、
わ
ざ
わ
ざ
「
十
字
街
」
に
近
く
移
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転
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
筆
者
は
少
く
と
も
律
令
盛
行
期
に
は
原
則
と
し
て
国
府
と
駅
家
と
は
同
所
に
置
か
れ
た
も
の
と
解
し
て

い
る
。
な
お
『
和
名
抄
』

当
時
に
お
い
て
も
、

例
え
ば
山
城
国
府
は
本
来
山
崎
駅
館
で
あ
っ
た
の
を
離
宮
に
し
た
命
〉
河
陽
離
宮
を
さ
ら

に
転
用

a)し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

駅
に
国
府
が
移
さ
れ
た
例
で
あ
る
し
、

ま
た
通
説
の
よ
う
に
安
芸
国
府
が
も
と
賀
茂
郡
の
西
条
盆

地
に
あ
り
、
後
に
安
芸
郡
に
移
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
し
て
ま
た
府
中
町
の
下
岡
田
遺
跡
@
)
が
安
芸
駅
家
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
も
駅

に
国
府
を
移
し
置
い
た
例
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
当
時
に
お
い
て
も
国
府
と
駅
家
と
は
離
す
こ
と
を
原
則
と
し
、
地
形
等
の
制
約
な
ど
や

む
を
え
な
い
場
合
に
限
っ
て
同
所
と
し
た
と
す
る
坂
本
の
論
は
な
り
た
た
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
当
時
は
原
則
は
な
く
、
あ
っ
て
も
行

な
わ
れ
ず
、
各
地
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
に
応
じ
て
適
宜
置
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
筆
者
は
律
令
国
家
体
制
の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
地
域
計
画
に
お
い
て
、
駅
路
を
幹
線
と
す
る
官
道
網
が
基
準
線
と
し
て
の
役
割

り
を
果
し
、
国
府
は
そ
の
分
岐
点
の
「
十
字
街
」
を
基
準
点
に
設
置
さ
れ
、
駅
路
も
同
所
に
置
か
れ
た
と
み
る
べ
き
可
能
性
が
強
い
こ
と

を
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
園
内
の
諸
郡
家
を
連
絡
す
る
地
方
的
官
道
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
分
岐
点
に
郡
家
が
置
か
れ
た

と
み
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
方
格
地
割
を
基
調
と
す

る
律
令
的
地
域
計
画
に
、
直
線
状
道
路
が
は
た
し
た
基
準
線
と
し
て
の
役
割
り
を
こ
こ
で
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

託

(
1
)
 

(
2
)
 

秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』
日
本
古
典
文
学
大
系
(
岩
波
書
底
)
昭
和
三
三
年
の
訓
み
下
し
文
に
よ
る
。

加
藤
義
成
『
風
土
記
時
代
の
出
雲
』
昭
和
三
七
年
。



国府の「十字街Jについて

(
3
)

山
本
清
「
出
雲
国
庁
の
復
原
」
『
出
雲
国
庁
跡
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和
四
五
年
。

(
4
)

現
地
に
松
江
市
教
育
委
員
会
が
「
十
字
街
推
定
地
」
の
標
柱
を
建
て
て
い
る
。

(
5
)

戸
祭
由
美
夫
「
古
代
出
雲
の
国
府
と
そ
の
周
辺
地
域
」
『
人
文
地
理
』
一
一
一
巻
五
号
、
昭
和
四
四
年
。

(
6
)

木
下
良
「
空
中
写
真
に
認
め
ら
れ
る
想
定
駅
路
」
『
び
ぞ
ん
』
六
四
号
、
昭
和
五
一
年
。

(
7
)

米
倉
二
郎
「
近
江
国
府
の
位
置
に
就
い
て
」
『
考
古
学
』
六
巻
八
号
、
昭
和
一

O
年。

(
8
)

藤
岡
謙
二
郎
『
都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
昭
和
三
五
年
、
四
五

1
四
七
ペ
ー
ジ
。

(
9
)

水
野
正
好
「
滋
賀
県
大
津
市
近
江
国
府
跡
」
『
日
本
考
古
学
年
報
』
一
八
、
昭
和
四
五
年
。

(
叩
)
木
下
良
「
近
江
国
府
祉
に
つ
い
て
」
『
人
文
地
理
』
一
八
巻
三
号
、
昭
和
四
一
年
。

(
日
)
大
字
神
領
字
「
堂
の
上
」
で
、
後
記
の
「
堂
の
上
遺
跡
」
と
は
別
地
。

(
ロ
)
邸
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』
明
治
三
一
年
「
岡
田
」
項
、
そ
の
他
。

(
日
)
足
利
健
亮
「
恭
仁
京
の
京
極
お
よ
び
和
泉
・
近
江
の
古
道
に
関
す
る
若
干
の
覚
え
書
き
」
大
阪
府
立
大
学
『
社
会
科
学
論
集
』

五
年
。

(
M
)

服
部
昌
之
「
草
津
市
と
そ
の
周
辺
の
条
里
」
滋
賀
県
教
育
委
員
会
『
草
津
市
吉
田
の
条
里
景
観
、
遺
存
地
区
の
歴
史
地
理
学
的
調
査
報
告
』
昭
和

四
九
年
。

(
日
)
例
え
ば
、
『
雅
実
公
記
』
承
保
一
元
年
(
一

O
七
四
)
条
に
瀬
田
駅
に
到
着
し
た
こ
と
を
記
し
、
「
是
国
司
館
也
、
須
v
造
ニ
借
屋
-
也
。
」
と
詮
し

て
い
る
。

(
日
)
前
記
の
大
字
神
領
字
「
堂
の
上
」
と
は
別
地
。

(
げ
)
滋
賀
県
教
育
委
員
会
「
大
津
市
瀬
田
堂
ノ
上
遺
跡
調
査
報
告
」
『
昭
和
四
十
八
年
度
滋
賀
県
文
化
財
調
査
年
報
』
昭
和
五

O
年。

(
珂
)
三
坂
圭
治
『
周
防
国
府
の
研
究
』
昭
和
八
年
。

(
四
)
防
府
市
教
育
委
員
会
『
周
防
の
国
街
』
昭
和
四
二
年
。

(
却
)
『
菅
家
文
草
』
日
本
古
典
文
学
大
系
(
岩
波
書
庖
)
昭
和
四
一
年
に
よ
る
。

(
幻
)
岡
田
唯
士
口
『
讃
岐
国
府
遺
蹟
考
』
大
正
一
五
年
。

(
泣
)
回
所
眉
東
「
讃
岐
国
府
祉
に
就
い
て
」
『
讃
蚊
史
談
』
三
巻
一
号
、
昭
和
一
三
年
。

一
号
、
昭
和
田

29 
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前
掲
、
『
都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
二
九

i
三
0
ペ
ー
ジ
。

藤
岡
謙
二
郎
『
国
府
』
昭
和
田
四
年
、
二
三
五

t
一
一
一
二
六
ペ
ー
ジ
。

藤
岡
謙
二
郎
編
『
日
本
歴
史
地
理
総
説
』
古
代
編
、
昭
和
五

O
年
、
一

O
一一一

t
一
O
四
ペ
ー
ジ
。

出
石
一
雄
「
讃
岐
の
古
代
中
心
地
域
に
お
け
る
条
皇
と
国
府
」
呑
川
県
自
然
科
学
館
『
五
色
台
の
自
然
』
一
、
昭
和
四
九
年
。

柴
田
孝
夫
「
関
東
の
条
里
遺
構
の
特
殊
性
」
『
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
』
五
、
昭
和
田
八
年
。

米
倉
二
郎
他
四
名
「
芸
南
海
岸
(
巡
検
案
内
)
」
『
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
』
五
、
昭
和
四
八
年
。

前
掲
註
(
幻
)
、
(
幻
)
。

川
畑
殖
の
一
示
唆
に
よ
る
。

斎
藤
忠
『
日
本
古
代
遺
跡
の
研
究
』
総
説
、
昭
和
四
三
年
、
一
六

O
I
一
六
一
ペ
ー
ジ
。

日
野
尚
志
「
古
代
に
お
け
る
大
宰
府
周
辺
の
官
道
に
つ
い
て
」
可
交
通
の
歴
史
地
理
』
歴
史
地
理
学
紀
要
一
六
、
昭
和
四
九
年
。

前
掲
、
川
口
久
雄
校
、
注
『
菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』
の
校
注
お
よ
び
附
図
。

木
下
良
「
参
河
国
府
跡
に
つ
い
て
」
『
人
文
地
理
』
二
八
巻
一
号
、
昭
和
五
一
年
。

坂
本
太
郎
「
国
府
と
駅
家
」
『
一
志
茂
樹
博
士
喜
寿
記
念
論
集
』
昭
和
四
六
年
。
『
古
典
と
歴
史
』
昭
和
四
七
年
再
録
。

浜
松
市
教
育
委
員
会
『
伊
場
木
簡
』
伊
場
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
、
第
一
冊
、
昭
和
五
一
年
。

坂
本
太
郎
「
伊
場
遺
跡
雑
考
」
『
伊
場
遺
跡
第
六
・
七
次
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和
五

O
年。

国
府
の
西
北
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
官
道
山
(
海
抜
三
六
二
メ
ー
ト
ル
)
が
あ
る
。

岡
崎
市
山
綱
町
に
比
定
さ
れ
る
。

木
下
良
「
国
府
と
条
里
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
五

O
巻
五
号
、
昭
和
四
二
年
。

木
下
良
「
災
害
に
よ
る
国
府
の
移
転
」
『
災
害
の
歴
史
地
理
』
歴
史
地
理
学
紀
要
一
八
、
昭
和
五
一
年
。

足
利
健
亮
「
士
口
備
地
方
に
お
け
る
古
代
山
陽
道
・
覚
え
書
き
」
『
交
通
の
歴
史
地
理
』
歴
史
地
理
学
紀
要
一
六
、
昭
和
四
九
年
。

栄
原
永
遠
男
「
奈
良
時
代
の
流
通
経
済
」
『
史
林
』
五
五
巻
四
号
、
昭
和
四
七
年
。

藤
岡
謙
二
郎
『
日
本
歴
史
地
理
序
説
』
昭
和
三
七
年
、
一
二
九
J
一
四
六
ペ
ー
ジ
。

藤
岡
謙
二
郎
編
『
日
本
歴
史
地
理
総
説
』
古
代
編
、
昭
和
五

O
年
、
二
三
九
J
二
四
二
ペ
ー
ジ
、
足
利
健
亮
執
筆
の
部
分
。



国府の「十字街」について

(
必
)
藤
岡
謙
二
郎
「
古
代
の
東
山
道
と
東
海
道
」
『
F
H
G
』
(
野
外
歴
史
地
理
学
研
究
会
会
昔
話
)
四
四
号
、
昭
和
五
一
年
。

(
灯
)
前
掲
『
日
本
歴
史
地
理
総
説
』
古
代
編
、
一
五
回

i
一
五
五
ペ
ー
ジ
(
小
田
富
士
雄
執
筆
)
で
は
方
六
町
説
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の

調
査
の
進
展
に
よ
り
方
八
町
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
古
賀
寿
「
中
世
の
筑
後
国
街
」
『
久
留
米
郷
土
研
究
会
誌
』
五
、
昭
和
五
一
年
。

(
必
)
木
下
良
「
立
石
考
l
古
駅
跡
の
想
定
に
関
し
て
|
」
『
諌
早
史
談
』
八
、
昭
和
五
一
年
。

(
必
)
『
大
日
本
史
料
』
五
編
一
一
一
一
所
収
。

(
印
)
鏡
山
猛
『
大
宰
府
都
城
の
研
究
』
昭
和
四
三
年
、
一
七
二

t
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
松
本
雅
明
「
肥
後
の
国
府
託
麻
国
府
祉
発
掘
調
査
報
告
|
」
『
古
代
文
化
』
一
七
巻
三
号
、
昭
和
四
一
年
。

(
臼
)
木
下
良
「
肥
後
国
府
の
変
遷
に
つ
い
て
」
『
古
代
文
化
』
二
七
巻
九
号
、
昭
和
五

O
年。

(
臼
)
米
倉
二
郎
「
国
府
と
条
旦
・
二
」
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
九
、
昭
和
一
ニ
一
年
。
『
東
亜
の
集
落
』
昭
和
三
五
年
、
二
二
六
J
一
一
一
一
九
ベ

I

ジ
。
「
九
州
の
条
里
」
『
九
州
ア
カ
デ
ミ
ア
』
一
、
昭
和
三
五
年
。

(
国
)
藤
岡
謙
二
郎
編
『
日
本
古
代
交
通
路
の
研
究
』
(
仮
題
)
未
刊
、
所
収
予
定
。

(
回
)
成
瀬
久
教
『
新
編
肥
後
国
誌
草
稿
』
(
享
保
一
一
一
一
年
)
を
、
森
本
一
瑞
が
増
補
(
明
和
九
年
)
し
、
さ
ら
に
水
島
貫
之
が
校
補
(
明
治
一
七
年
)

し
た
も
の
。

(
印
)
近
藤
義
雄
「
上
野
国
府
」
『
元
惣
社
村
誌
』
昭
和
一
ニ

O
年。

(
貯
)
尾
崎
喜
左
雄
・
松
島
栄
治
『
昭
和
四
一
年
度
上
野
国
府
跡
調
査
概
報
』
昭
和
四
一
年
。
上
野
国
府
跡
発
掘
調
査
会
『
上
野
国
府
跡
発
掘
調
査
概

報
一
九
六
七
・
一
九
六
八
円
昭
和
四
三
・
四
四
年
。

(
回
)
『
朝
日
新
聞
』
昭
和
四
五
年
九
月
八
日
記
事
。
松
島
栄
治
「
上
野
国
府
」
『
歴
史
公
論
』
二
巻
一

O
号
、
昭
和
五
一
年
。

(
回
)
金
坂
清
則
「
上
野
国
府
と
そ
の
付
近
の
東
山
道
、
お
よ
び
群
馬
、
佐
位
駅
家
に
つ
い
て
」
『
交
通
の
歴
史
地
理
』
歴
史
地
理
学
紀
要
一
六
、
昭

和
四
九
年
。

(
印
)
一
ニ
友
国
五
郎
「
関
東
地
方
の
条
旦
」
『
埼
玉
大
学
学
芸
部
紀
要
』
社
会
科
学
編
・
八
、
昭
和
三
五
年
。

(
創
)
前
掲
「
九
州
の
条
旦
」
。

(
回
)
高
橋
誠
一
「
古
代
山
城
の
歴
史
地
理
!
神
鑑
石
・
朝
鮮
式
山
城
を
中
心
に
1

」
『
人
文
地
理
』
二
四
巻
五
号
、
昭
和
四
七
年
。

(
臼
)
木
原
武
夫
「
太
宰
府
管
内
国
府
の
研
究
・
二
」
『
九
州
史
学
』
五
二
号
、
昭
和
四
八
年
。
『
肥
前
国
府
考
』
昭
和
五
一
年
。

31 



『
史
元
』
一
七
号
、
昭
和
四
八
年
。

32 

(
臼
)
木
下
良
「
印
鎗
社
に
つ
い
て
|
古
代
地
方
官
庁
所
在
の
手
掛
り
と
し
て
1

」

(
白
)
前
掲
、
註
(
6
1

(
邸
)
前
掲
、
註
(
必
)
。

(
m
山
)
前
掲
、
註
(
泥
)
。

(
槌
)
前
掲
、
註
(
印
)
0

金
坂
清
則
「
下
野
田
府
・
田
郡
駅
家
と
こ
の
間
の
東
山
道
に
つ
い
て
」

五
号
、
昭
和
五

O
年。

(
印
)
前
掲
、
註
(
6
)
、
(
必
)
0

(
叩
)
岸
俊
男
「
士
口
道
の
歴
史
」
『
古
代
の
日
本
』
五
(
近
畿
)
、
昭
和
四
五
年
。

(
冗
)
秋
山
日
出
雄
「
条
里
制
地
割
の
施
行
起
源
!
大
和
南
部
条
旦
の
復
原
を
手
掛
り
と
し
て
|
」
『
日
本
古
代
文
化
論
放
』
昭
和
四
五
年
。

(η)
足
利
健
亮
「
恭
仁
京
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
・
第
一
報
|
現
景
観
の
観
察
・
測
定
に
も
と
づ
く
朝
堂
院
・
内
裏
・
宮
城
お
い
よ
び
右
京
『
作
り

道
』
考
1
」
『
史
林
』
五
二
巻
三
号
、
昭
和
四
四
年
。

(
問
)
前
掲
、
註
(
位
)
。

(
刊
)
前
掲
、
註
(
6
)
。

(
布
)
木
下
良
「
播
磨
に
お
け
る
山
陽
道
(
大
宰
府
道
)
古
代
駅
路
」
可
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
』
一
一
、
昭
和
五
一
年
。

(
苅
)
日
野
尚
志
「
讃
岐
国
刈
田
郡
に
お
け
る
官
道
(
南
海
道
)
と
条
里
・
郷
と
の
関
連
に
つ
い
て
」
『
東
北
地
理
』
二
八
巻
二
号
、
昭
和
五
一
年
。

(
W
)

木
下
良
「
古
代
集
落
と
交
通
路
|
律
令
部
市
、
特
に
国
府
の
形
態
に
つ
い
て

l
」
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
一
所
『
社
会
科
学
』
一
巻
一
号

(
昭
和
四

O
年
)
に
あ
げ
る
豊
後
国
府
ゃ
、
前
掲
「
国
府
と
条
里
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
に
あ
げ
る
安
一
房
国
府
な
ど
の
場
合
。

(
加
)
城
輪
柵
を
一
時
期
の
出
羽
国
府
と
す
れ
ば
、
国
庁
が
府
域
中
央
に
位
置
す
る
例
と
な
ろ
う
。

(
m
m
)

前
掲
、
註
(
お
)
、
(
幻
)
。

(
位
)
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
四
年
二
月
一
六
日
条
、
同
五
年
二
月
一
七
日
条
、
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
一

O
年
二
月
二
一
日
条
。

(
回
)
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
六
月
七
日
条
。

(
剖
)
『
府
中
町
下
岡
田
古
代
建
築
群
遺
跡
調
査
報
告
』
一
・
二
、
昭
和
コ
一
八
・
三
九
年
。

構
群
|
|
』
一
九
六
五
・
一
九
六
六
年
度
、
昭
和
四
一
・
四
二
年
。

『
福
井
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
・

E
社
会
科
学
、
ニ

『
下
岡
田
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
1
|古
代
・
中
世
建
築
遺




